
業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20241225 

契約番号 2081 

契約分類 工事 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 浮間小学校枯損木伐採工事 

契約金額 ¥632,500－ 

担当課 教育振興部 学校改築施設管理課 

契約相手先 （有）新保土建 

契約相手先 

所在地 
東京都北区岸町１丁目１１番１２号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 北区立浮間小学校の敷地内樹木について、敷地東側の都営住宅との境界付近にあ

る樹木（ポプラ）の剪定作業時に、幹に数か所の空洞を確認した。当該樹木は幹回

り 265cm、樹高 20m を超える高木であり、クレーン車等による伐採が必要である。

しかし、増築校舎に隣接しているため、小学校敷地内から安全に伐採することが困

難である。 
 隣の敷地内には、作業車の寄り付くスペースがあり、安全な作業が可能であるが、

隣の敷地内では、都営住宅の新築工事が行われており、令和７年１月中旬からは外

構工事が始まる予定である。そのため、令和７年１月中旬までに作業する必要があ

る。 
 上記業者は、当該樹木の現地確認を行っており、現地状況を熟知しているととも

に、枯損状態を把握している専門業者である。従って、同業者による速やかな工事

対応が可能であるため、上記業者を契約の相手方に指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20241202 

契約番号 2032 

契約分類 工事 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 岩井学園畳表替工事 

契約金額 ¥3,052,000－ 

担当課 教育振興部 学校支援課 

契約相手先 （株）石井 

契約相手先 

所在地 
千葉県南房総市市部 112 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、千葉県南房総市にある北区立岩井学園の館内の大部分（２～３階児童・

生徒室、教職員室等）に使用している畳（380.5 畳）の経年劣化による損傷のため表

替えを行うものであり、宿泊事業に支障が生じないよう、12 月から翌年 3 月の宿泊

事業が行われない限られた期間において施工する必要がある。児童・生徒及び教職

員が学園を安全に使用するために、速やかに学園内全ての畳表の交換が必要である。 
 上記事業者は、現地において、大規模な畳の交換に対応することができる唯一の

事業者であり、速やかな着工にも対応可能との回答を得ているところである。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 

 


